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日本国農林水産省農林水産技術会議事務局と 

オランダ王国ワーヘニンゲン大学・ＤＬＯ財団との間の 

農業科学技術分野における協力計画に係る実施取決め（仮訳） 

 

日本国農林水産省農林水産技術会議事務局（以下「技術会議事務局」という。）とオラン

ダ王国ワーヘニンゲン大学・ＤＬＯ財団（「ワーヘニンゲン大学・リサーチセンター」の名

称のもと共同で運営される機関であり、以下「ワーヘニンゲンＵＲ」という。）（以下「両

当事者」という。）は、１９９６年１１月５日に東京で署名された科学技術協力に関する日

本国政府とオランダ王国政府との間の協定（以下「協定」という。）第３条第１項の規定に

基づき、科学技術協力を一層推進するという両国の科学者及び関係者の願望を認識し、本

実施取決めに従って、両当事者間の協力活動を一層促進することに合意した。 

 

第１条 

 

両当事者は、バイオテクノロジー、ゲノム研究、農業科学技術、農業資源及びエコシステ

ム、ポストハーベスト技術、食品科学、農業経済及び農業経営並びに相互に関心を有する

農水産に関するその他の分野において、協力活動を維持し、発展させる。 

本実施取決めの実施は、それぞれの国の適用可能な法令に従うことを条件とする。 

 

第２条 

 

本実施取決めのもとで行われる協力活動の方法は以下のものを含む。 

i)    科学者の交流 

ii)   研究材料及び情報の交換 

iii)  科学に関する合同会合 

iv)   両当事者が決定するその他の協力活動 

 

第３条 

 

本実施取決めに基づく協力活動から生ずる知的所有権は、協定の関連の条項に従って保護

される。 

 

第４条 

 

両当事者は、上記第１条及び第２条で述べられている活動を支援する際に次の役割を担い、

協力活動の拡大を促進するため、それぞれの部署を事務局に指定する。 



i）  両当事者にとって関心のある研究分野における課題について、情報交換すること。 

ii） 可能な限り定期的に、本実施取決めの運用につきレビューを行うこと。 

上記 i）及び ii) にいう活動は、両当事者間における報告書の交換、或いは、相互の同意

に基づく合同会合の開催により行われる。 

 

第５条 

 

技術会議事務局は、農林水産省の研究所及び農林水産省所管の研究を担当する独立行政法

人が、上記第１条及び第２条の規定に矛盾しない分野及び方法において、ワーヘニンゲン

ＵＲとの協力活動を行うことを奨励する。 

 
第６条 

 
本実施取決めの事務局は、ワーヘニンゲンＵＲ情報・マーケッティング部及び技術会議事

務局国際研究課とする。 

 
第７条 

 
具体的な協力活動の課題、手続、実施期間及びその他の必要な事項を規定する追加的実施

取決めは、必要に応じて、協定第３条第１項に従って作成することができる。 

 
第８条 

 
特段の合意がない限り、各当事者は、自らの科学者の渡航及び滞在、自国内での会議の開

催並びに自ら促進する研究活動に係る経費について負担する。 

本実施取決めに基づく協力活動は、各当事者の利用可能な予算の範囲内で行うものとする。 

 
第９条 

 
本実施取決めは、両当事者の署名により効力を生じ、協定が有効である限り、効力を有す

る。一方の当事者は、他方の当事者に対し、いつでも本実施取決めを終了する意思を通告

することができる。その場合には、本実施取決めは、その通知が行われてから６カ月後に

終了する。 

 
本実施取決めの終了は、本実施取決めの下で着手し、かつ、本実施取決めの終了時点にお

いて完全に遂行されていない、いかなるプロジェクトの実施にも影響を及ぼすものではな



い。 

 
本実施取決めは、当事者相互の合意により修正することができる。 

 
２００２年９月９日にワーヘニンゲンで、英語により本書２通を作成した。 

 

日本国農林水産省 
農林水産技術会議事務局のために 
西川孝一 
農林水産技術会議事務局研究総務官 

 

西川孝一 

 ワーヘニンゲン大学のために 
Ａ．ディックハウズン 
評議員会議長 
 
Ａ．ディックハウズン 
 
ＤＬＯ財団のために 
Ａ．ディックハウズン、会長 
Ｋ．Ｊ．ファン・アスト、副会長 
 
Ｋ．Ｊ．ファン・アスト 

 



 
  
  
  
  
  
  

オランダ王国ワーヘニンゲン大学・ＤＬＯ財団と 
農林水産技術会議事務局との間の農業科学技術分野における 

協力計画に係る機関間実施取決めの締結について 
 
 

 オランダは畜産及び施設園芸が盛んで、これらに起因する環境負荷の 
低減、施設園芸における天敵利用、農産物の加工技術等の分野で優れた 
研究実績を有しており、我が国との農業分野における研究交流を図るこ 
との意義は大きいものがある。 
 このため、農林業分野での科学技術に関する協力活動を一層推進する 
ことを目的として、オランダ王国ワーヘニンゲン大学・ＤＬＯ財団と農 
林水産技術会議事務局の間において科学者の交流、情報の交換等を推進 
するための包括的な枠組みとなる「取決め」を締結することとした。 
 なお、署名は、オランダ・ワーヘニンゲンにおいて、９月９日午後 
２：００（現地時間）より、日本側が農林水産技術会議事務局西川研究 
総務官、オランダ側はワーヘニンゲン大学ディックハウズン評議会議長 
及びＤＬＯ財団ファン・アスト副会長が署名者となって執り行われる。 
 また、具体的な共同研究課題については、今後両機関において協議す 
ることとしている。 

  

  
  
  
  

（参考） 

ワーヘニンゲン大学・ＤＬＯ財団 
(Wageningen University and DLO Foundation)の概要 

  
１．設立経緯 
・ワーヘニンゲン大学(前身は１８７６年設立のワーヘニンゲン農業大学) は、オランダにおける農業分野の研究教育の中
核。  

・ＤＬＯ財団はオランダにおける農業分野の試験研究の中核。  
・両者はともに、オランダ農業自然管理水産省傘下の機関であるが、１９９６年以降統合の手続き中であり、ワーへニンゲン
大学リサーチセンターとなる予定。  

  
２．研究目的 
試験研究・教育を基盤とした、高品質農産物の十分な供給、土壌・水及び大気の適正な管理並びに自然及び農村のさまざ
まな機能の調和のとれた活用を通じて、食の安全・安心を確立し、活力ある社会の実現に資する。  

  
３．概要 

予 算：ワーヘニンゲン大学  年間１５１百万ユーロ（2001年度）  
（日本円にして約１７５億円：１ユーロ＝約１１６円）  

ＤＬＯ財団 年間３４０百万ユーロ（2001年度）  
（日本円にして約３９４億円：１ユーロ＝約１１６円）  

職 員：約７，１００人（うち大学：約2,900人、研究所：約4,200人）  
学生数：約４，６００人  

  

プレスリリース 

平成１４年 ９月 ６日  
農林水産技術会議事務局 
国 際 研 究 課  

問い合わせ先 
 農林水産技術会議事務局 
 国際研究課 推進班 鍋谷、阿久澤 
  TEL:03-3502-8111（内線 5218/5221）
     03-3502-3918（夜間直通） 
  FAX:03-5511-8788 



４．所管試験研究機関  
（１） 農業経済研究所 

（LEI: Agricultural Economics Research Institute）  
（２） 農業技術研究所 

（ATO: Agrotechnological Research Institute）  
（３） アルテラ緑地研究所 

（ALTERRA: Alterra-Research Institute for Green World）  
（４） 応用植物研究所 

（PPO: Applied Plant Research）  
（５） 動物科学・健康研究所 

（ID-Lelystad: Institute for Animal Science and Health）  
（６） 農業・環境工学研究所 

（IMAG: Institute of Agricultural and Environmental Engineering）  
（７） 国際農業センター 

（IAC: International Agricultural Center）  
（８） 国際土地干拓・改良研究所 

（ILRI: International Institute for Land Reclamation and Improvement）  
（９） オランダ水産研究所 

（RIVO: Netherlands Institutes for Fisheries Research）  
（10） 国際植物研究所 

（Plant Research International）  
（11） 畜産研究所 

（PV: Research Institute for Animal Husbandry）  
（12） 国立農産物品質制御研究所 

（RIKILT: State Institute for Quality Control of Agricultural Products）  
  
  
  
  
  

農林水産技術会議事務局が現在締結している機関間実施取決め  
  
（１） 農業科学技術協力に関する日本国農林水産省と米国農務省との交流計画（平成４年１月）  

相手機関：米国農務省農業研究局  
  
（２） 農林水産技術会議事務局及びロシア農業科学アカデミーとの間の農業科学技術分野における協力計画（平成６年８月） 

相手機関：ロシア農業科学アカデミー  
  
（３） 農林水産技術会議事務局と英国バイオテクノロジー・生物科学研究会議との間の農業科学・技術分野における協力計画

に係る実施取決め（平成７年９月）  
相手機関：英国バイオテクノロジー・生物科学研究会議  

  
（４） 農業分野における研究協力に係る農林水産技術会議事務局と中国農業部国際合作司との間の実施取決め（平成９年９

月）  
相手機関：中国農業部国際合作司  

  
（５） 農林水産技術会議事務局及びフランス国立農学研究所との間の農業科学・技術分野における協力計画に係る実施取決

め（平成１３年４月）  
相手機関：フランス国立農学研究所  

  
  
  


